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発 表 要 旨      

 

 この度、租税教育推進協議会が講師を派遣し、小学生等を対象に暮らしの中で活か

されている「税」について関心を持ち、税の意義や役割を正しく理解してもらうために

「租税教室」を実施します。 

 今回、日高振興局税務課の職員が講師となり、租税教室を実施することとなりまし

たので、お知らせします。 

 ※ 「租税教育推進協議会」とは、教育委員会や小学校等の教育関係者と、国、道、町の

税務関係者及び関係民間団体が協力して、租税教育の推進を図るために設けられた組

織です。 

記 

１ 実施日時 

  令和５年(2023 年)５月 22 日（月） 

  10 時 35 分から 11 時 20 分（小学校における３時限目） 

２ 場所 

  浦河町立浦河小学校 

  （浦河郡浦河町常磐町 14） 

３ 対象人数等 

  ６学年１学級 21 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道に当たってのお願い  

 

 

担  当 

日高振興局税務課 
課  長 黒澤真由美 0146-22-9060(直通) 

 課税係長 和田 紘徳 0146-22-9062(直通) 

 


